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新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合の対応について 

（お知らせ） 

 

日頃から、本校教育活動に御理解と御協力をいただきありがとうございます。 

さて、今般の新型コロナウイルス感染症の県内における状況から、当面の間、学校

関係者に感染が確認された場合については、静岡県教育委員会からの通知に基づき、

次のとおり対応することとします。 

なお、感染状況に応じて、臨時休業を行うことに御理解いただきますとともに、引

き続き校内の感染対策に努めてまいりますが、御家庭におかれましても御協力をお願

いいたします。 

 

記 

 

１ 学校の臨時休業 

学校で家庭内感染ではない感染者が発生した時など、学校内で感染が広がってい

る可能性が考えられる場合には、次のとおり臨時休業とします。ただし、発生の状

況によっては教育委員会や学校医等と相談の上、これによらない場合もあります。 

休業範囲 内   容 

第
１
段
階 

必要な 

範囲 

ア 濃厚接触者等の特定及びその検査結果が判明し、全体像が把握

できるまでの期間 

イ 校舎内の清掃消毒等に要する期間 

第 

２ 

段 

階 

学部閉鎖 

次のいずれかの状況に該当し、学部内で感染が広がっている可能

性が高い場合 

①同一の学部において複数の幼児児童生徒の感染が判明した場合 

②感染が確認された者が１名であっても、周囲に未診断の風邪等

の症状を有する者が複数いる場合 

③１名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者が存在する場合 

④その他、学部閉鎖が必要と判断した場合 

※学校に２週間以上来ていない者の発症は除く 

＜学部閉鎖の期間＞ 

感染の把握状況、感染の拡大状況、幼児児童生徒への影響等を

踏まえて判断します。 

学校全体 
複数の学部を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性

が高い場合 

 ※第１段階は、感染者の行動履歴に応じて省略することもあります。 



２ 臨時休業における注意点 

(1) 臨時休業中もお子様の健康観察（検温等）をお願いします。 

(2) 臨時休業中は、人との接触を極力避け、自宅等で過ごすことを原則とし、現段 

階においては学校での預かりは実施しないこととします。 

(3) 臨時休業を実施する際は、学習や生活などを含め詳細をお知らせします。 

 (4) 臨時休業を実施する場合には、ＩＣＴの活用や学習課題の配布、定期的に電話 

  等で健康状態を確認します。 

 

３ その他 

次の点につきまして、改めて各御家庭においても徹底をお願いします。 

(1) 発熱等の風邪の症状がある場合には自宅で休養させてください。その際、速や

かに医療機関を受診するようにしてください｡ 

(2) 同居の家族等に発熱等の風邪の症状がみられる場合も登校させないようしてく

ださい（医師等により新型コロナウイルス感染症でないと判断されている場合を

除く｡)。 

(3) 同居の家族等の健康状態についても確認してください。 

(4) 医療機関を受診した際の受診状況や、検査を受検する際の検査状況や結果、濃

厚接触者に指定された等の際は速やかに学校へ連絡してください。 

※特に軽い症状の場合に医療機関を受診せず、その後回復が見られないため医療

機関を受診したところ陽性であったという事例が多く見受けられていますので

御注意ください。 
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